
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成ユ多年ヶ月ユ在日 

東京都知事　殿 

届脱篭薯醐竺 土壌汚染対策法第1晩霜1項の規定によ。、要措置区域等から搬出する汚染土壕について、次の 

とおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾhﾝy639)ｩm｣窺C8ﾘh��俘b� 

【地番表示】東京都葛飾区細田3丁目754番3、769番1、770番1、 

7棚番2∴nl番1、押2番1、7礎番2、7掩番7、研5番成、 

護憲蒜警護l、 781番4、781番5 
汚染土嬢の特定有害物質によ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

ィ、豊沃/ 

汚染土壌の体積 佗�������顥62�

汚染土壌の運搬の方法 兔ｩ7)�ﾉ:�vX更,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �79ц��%2ﾓx*"�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 儺�ﾔ鮎h枇ｾ��.ﾘ�Xｪ白�z�H8ﾈ5ｨ炫ﾒ�

汚染土接を処理する施鞍の所 在地 �9�6H��(h鮖?�ﾍ)�H婪%8ﾍ僥4��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ*吋�6�ﾈ霾�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖纔ﾈ���3�?｢�

汚染土接の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖纔ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖纔ﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 佻�8ｷ頽�隗ﾈ�ﾈｭｨ4r�

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ���-ﾙ�h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�"�

連絡先:株式会社ノバック　　　　　　　　　担　当:　　　　　　ⅢⅢ:03-577す2001 

マックスエンジヂリング株式会社担当:臆■皿。己路聡 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規措A4とすること。
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人
の代表者)が署名することができる。
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琵競馬環境改革帝
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汚染土壌の場所を明らかにした 
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施工フロー図

敷地周囲に仮囲いを設置し、周辺へ
の粉塵等の飛散を防止するととも

に、 -般者の立ち入りを禁止する。

不適水屑以下63.O爪まで杭を建設す

るため、邁水村を充填し、準不通水

魔を稲築しながら杭の建設を行う。

測畳により、掘削範囲・埋戻し範囲を

開示し、掘削はバックホウにて行う。

離れた場所へ運搬する場合は、ダン
プトラックに積込み運搬する。汚染土

壌が広がらないよう、鉄板蜜生、シー
ト謹告を行う。

コンクリートを打殺し、基礎及び梁を

拙策する。

表層土壌を崩壊しないよう注意し、埋

戻しを行う。埋め戻し土砂は清浄土を

搬入する。
汚染土蟻が拡散しないよう区画の管

理を行う。

アスファルト舗装は厚さ3寄鵬以上、コ

ンクリート舗装は厚さ1 0棚以上で惑

いを設置する。

ブロック舗装は目地等からの雨水の

流入も抑制できる窺いを設置する。

盛土は厚さ50c爪以上の基準適合土

壌で覆いを設置する。盛土材料の品
質管理方法として(社)土壌環境セン

ター第一号技術標準「埋め戻し土様

の品質管理指針について」に準拠し

実行する。
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汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

nissa航e株式会社　東京都江戸川区鹿骨5丁目38-6「01

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs�3���*h��)4迭�ダンプ ���76�ﾆ匁R茜B��東京都江戸川区鹿骨5輸38-6「01 

2 ��ｹzs�3���*(��#3�"�ダンプ 匁�76�ﾉ{匁R茜B��東京都江戸川区鹿骨5-38-6「01 

3 ��ｹzx��'S3���*(��#3�B�ダンプ 匁ｧ76�末覲茜B��東京都江戸川区鹿骨5-38-6「01 

※上記内容は、車検証より転読したものである


